
資料1-１

搬入団体 苅田町 処理施設 搬入団体 苅田町 処理施設

事前協議書
（公印必須）

+
関係資料

※書類を郵送

委託通知書
（公印必須）

+
関係資料

※書類を郵送

協定

搬入 受入 受入

実績報告 搬入実績報告書 受理 搬入実績報告書 数量確認

協力金 協力金納入 協力金確定通知書

●一般廃棄物の搬入に係る事務手続き（新旧比較）

搬
入
後

報
告
等

調査
公表

事務手順
令和５年度まで 令和６年度から

搬
入
前

事前協議

委託通知

調査
公表

※審査後、収受印を押した事前協議書の写しを返送

※通常、事前協議は省略。

※審査後、収受印を押した委託通知書の写しを返送

搬入団体と苅田町で協定を締結

※「事前協議書」・「委託通知書」は、

公印不要・書類の郵送不要。

→電子申請システムへの入力のみ

電子申請システム

に情報を入力（関

係資料データはシ

ステム上に添付）

受理・審査

（システム上で委託

通知書が自動作成）

受入量の

年間集計



資料１-２

区分 搬入団体 処理施設 苅田町 区分 搬入団体 処理施設

【参考】一般廃棄物の搬入に係る事務手続き（「令和６年度から」の詳細）

苅田町

一
般
廃
棄
物
の
搬
入
に
係
る
手
続
き

（
搬
入
前

）

一
般
廃
棄
物
の
搬
入
に
係
る
手
続
き

（
搬
入
後

）

処
理
施
設
の
報
告

処理委託契約 処理委託契約

「委託通知書」の作成

（廃棄物処理法施行

令第4条第9号イの規

定による通知）

受理・審査

「一般廃棄物搬入

事前協議書」

の作成

受 理

協定締結 協定締結

一般廃棄物の搬入 受 入

審査結果をメールで通知

※特段の事情がある場合を除き省略

※協定の有効期間は当該年度の末日までですが、延長を希望

する場合は、翌年度分（「委託通知」）のシステム入力時にその

旨を記入してください。

「実績報告書」の作成

●4月～１２月搬入分

→翌年１月１５日まで

●１月～３月搬入分

→年度末日まで

受 理

協力金支払い

※12月までに搬入が終了せず、１月～３月にも搬入し

た場合は、年度末日までに１年間分の搬入量をまと

めて報告（システム入力）してください。

一般廃棄物受入

量の年間集計

（搬入団体ごと）

受 理

※町は必要に応じて公表

協力金確定通知書の送付

電子申請システム

への入力

協定書

電子申請システム

への入力
受理・確認

協力金額の確定

受理・審査

一般廃棄物事前

協議承認通知書

の作成




